
求 人 者 ・ 求 職 者 の み な さ ま へ 
＜職業紹介事業者に関する事項＞ 

事業所名：日本医師会ドクターバンク 

所 在 地：東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 
文京グリーンコートセンターオフィス１７Ｆ 

許可番号：13 ｰユ-301810 

取扱職種の範囲等 
〇取扱職種：医師（ただし、以下 1～3 のものに限る） 

1.健康保険法、介護保険法に基づき指定を受けた施設で提供される医業に従事する医師
2.母子保健法、労働安全衛生法その他法令に基づく保健衛生業務に従事する医師
3.その他、産業医など上記各号の類する業務に従事する医師

〇取扱地域：国内 

手数料に関する事項 
〇手数料は一切申し受けません。 

苦情の処理に関する事項 
〇苦情処理の責任者は、職業紹介責任者である鷲尾剛司です。 
〇苦情の申し出があった場合は、誠意をもって対応します。 

求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 
〇当事業所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、「個人情報適正管理規程」に基づき、

適正に取り扱います。当事業所の「個人情報適正管理規程」は以下のとおりです。 
第 1 条 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲はドクターサポートセンターの職員とする。個人情

報取扱責任者は職業紹介責任者である鷲尾剛司とする。 
第 2 条 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う第１条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の

取り扱いに関する教育・指導を年 1 回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なく
とも 5 年に 1 回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。 

第 3 条 取扱者は、個人情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その
請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うも
のとする。さらに、これに基づき訂正（削除も含む。以下同じ。）の請求があったときは、当該
請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示
又は訂正に係る取り扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。 

第 4 条 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、
苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取り扱いに係
る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者である鷲尾剛司とする。 

返戻金制度に関する事項 
〇当事業所は返戻金制度を設けていません。 

違約金等に関する事項 
〇違約金はございません。 

職業紹介事業の運営「法第 32 条の 16 第 3 項に関する事項（情報提供）」については、厚生労働省職業安定局「人材サー

ビス総合サイト」に登録していますので、そちらをご参照ください。 

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=transition&screenId=GICB101010&params=1 


